
 

 

大和市小学校就学前子どもの教育及び保育に関する条例及び大和市特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。 

令和元年８月２８日 

大和市長 大 木  哲 

 

大和市条例第３号 

大和市小学校就学前子どもの教育及び保育に関する条例及び大和市特定教育 

・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準等を定める条例の一 

部を改正する条例 

（大和市小学校就学前子どもの教育及び保育に関する条例の一部改正） 

第１条 大和市小学校就学前子どもの教育及び保育に関する条例（平成２６年大和市条

例第２１号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「の意義」を削る。 

第３条第１項中「別表第１に定めるとおり」を「次の各号に掲げる教育・保育給付認

定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額」に改め、同項に次の各号を加える。 

(1) 法第１９条第１項第１号及び第２号に該当する教育・保育給付認定子どもに係

る教育・保育給付認定保護者（当該年度中に法第２３条第４項の規定により職権で

教育・保育給付認定の変更の認定を受けた者（次号において「変更２号認定者」と

いう。）を除く。） 零 

(2) 満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者（変更２号認定者を

含む。） 別表第１に掲げる教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

に応じ、同表の利用者負担額（月額）の欄に掲げる額 

第３条第３項中「支給認定子どもの支給認定保護者」を「教育・保育給付認定子ども

に係る教育・保育給付認定保護者」に改める。 

第４条中「支給認定子どもの支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改

める。 

第５条中「支給認定等」を「教育・保育給付認定」に改める。 

第６条中「第１３条第１項」の次に「（法第３０条の３において準用する場合を含む。

以下この条において同じ。）」を加える。 

別表第１を次のように改める。  



 

 

別表第１（第３条関係） 

 （単位：円） 

教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 利用者負担額（月額） 

階層 定義 
保育標準 

時間 

保育短時

間 

Ａ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の

規定による保護を受けている者の属する世帯

又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び

に永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）の規定による支援給付を受けてい

る者の属する世帯（当該教育・保育給付認定

保護者が児童福祉法第６条の４第１項に規定

する里親である場合を含む。） 

０ ０ 

 

Ｂ Ａ階層には該当しない、市町村民税（地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）の規定による市

町村民税をいい、同法の規定による特別区民税

を含む。以下同じ。）が非課税の世帯 

０ ０ 

Ｃ Ａ階層には該当し

ない、市町村民税

の所得割（地方税

法第２９２条第１

項第２号に規定す

る所得割をいう。

以下同じ。）の額

が次の区分に該当

する世帯 

第１

階層 

48,600円未満 8,000 

(4,000) 

7,800 

(3,900) 

第２

階層 

48,600円以上 

60,700円未満 

10,900 

(5,400) 

10,700 

(5,300) 

第３

階層 

60,700円以上 

72,800円未満 

13,800 

(6,900) 

13,500 

(6,700) 

第４

階層 

72,800円以上 

84,900円未満 

16,700 

(8,300) 

16,400 

(8,200) 

第５

階層 

84,900円以上 

97,000円未満 

19,700 

(9,800) 

19,300 

(9,600) 

第６

階層 

97,000円以上 

115,000円未満 

24,800 

(12,400) 

24,300 

(12,100) 

第７

階層 

115,000円以上 

133,000円未満 

29,900 

(14,900) 

29,300 

(14,600) 

第８

階層 

133,000円以上 

151,000円未満 

35,000 

(17,500) 

34,400 

(17,200) 

第９

階層 

151,000円以上 

169,000円未満 

40,200 

(20,100) 

39,500 

(19,700) 
      



 

 

  

第10

階層 

169,000円以上 

202,000円未満 

44,100 

(22,000) 

43,300 

(21,600) 

  第11

階層 

202,000円以上 

235,000円未満 

48,100 

(24,000) 

47,200 

(23,600) 

第12

階層 

235,000円以上 

268,000円未満 

52,100 

(26,000) 

51,200 

(25,600) 

第13

階層 

268,000円以上 

301,000円未満 

56,100 

(28,000) 

55,100 

(27,500) 

第14

階層 

301,000円以上 

325,000円未満 

57,800 

(28,900) 

56,800 

(28,400) 

第15

階層 

325,000円以上 

349,000円未満 

59,600 

(29,800) 

58,500 

(29,200) 

第16

階層 

349,000円以上 

373,000円未満 

61,400 

(30,700) 

60,300 

(30,100) 

第17

階層 

373,000円以上 

397,000円未満 

63,200 

(31,600) 

62,100 

(31,000) 

第18

階層 

397,000円以上 

440,000円未満 

69,500 

(34,700) 

68,300 

(34,100) 

第19

階層 

440,000円以上 

483,000円未満 

75,800 

(37,900) 

74,500 

(37,200) 

第20

階層 

483,000円以上 

526,000円未満 

82,100 

(41,000) 

80,700 

(40,300) 

第21

階層 

526,000円以上 88,500 

(44,200) 

86,900 

(43,400) 

（ ）は、利用者負担額を半額とした場合の額 

備考 

１ この表において「保育標準時間」とは、法第２０条第３項の規定により保育の

利用について、１日当たり１１時間までと保育必要量を認定された場合をいい、

「保育短時間」とは、同項の規定により保育の利用について、１日当たり８時間

までと保育必要量を認定された場合をいう。 

２ この表の階層区分の認定において、地方税法第３２３条に規定する市町村民

税の減免があったときは、その額を所得割の額から控除して得た額を所得割の

額とする。 

３ 前項に定めるもののほか、この表の階層区分の認定において、所得割の額は、

規則で定めるところにより計算するものとする。 

４ 階層区分の認定は、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保



 

 

護者以外の扶養義務者（家計の主宰者である場合に限る。）の所得割の額により

行う。この場合において、４月１日から８月３１日までの間は前年度分の市町村

民税、９月１日から翌年３月３１日までの間は現年度分の市町村民税を基礎と

して認定する。 

５ 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が規則に定める世帯（以下「要保護世

帯」という。）の場合で、次の表に掲げる階層区分に認定されたときの満３歳未

満保育認定子どもに係る利用者負担額は、この表の規定にかかわらず、次の表に

掲げる階層区分に応じ、同表の利用者負担額（月額）の欄に掲げる額とする。た

だし、当該要保護世帯における教育・保育給付認定保護者に監護される者その他

これに準ずる者として規則で定めるもの（以下「特定被監護者等」という。）の

うち最年長者以外の満３歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額は、零とす

る。 

（単位：円） 

階層区分 
利用者負担額（月額） 

保育標準時間 保育短時間 

Ｃ階層における第１階層 ４，０００ ３，９００ 

Ｃ階層における第２階層 ５，４００ ５，３００ 

Ｃ階層における第３階層 ６，９００ ６，７００ 

Ｃ階層における第４階層のうち

所得割の額が７７，１０１円未

満の世帯 

８，３００ ８，２００ 

６ 負担額算定基準子ども（子ども・子育て支援法施行令（平成２６年政令第２１３

号）第１３条第２項に規定する負担額算定基準子どもをいう。以下同じ。）が同

一の世帯に２人以上いる場合（要保護世帯であって、当該世帯の所得割の額が 

７７，１０１円未満の場合を除く。）の教育・保育給付認定保護者に係る次の各

号に掲げる満３歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額は、この表の規定

にかかわらず、当該各号に定める額とする。 

 (1) 負担額算定基準子どものうち２番目の年長者である満３歳未満保育認定子

ども 当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分に応じた利用

者負担額の半額 

 (2) 負担額算定基準子ども（そのうち最年長者及び２番目の年長者である者を

除く。）である満３歳未満保育認定子ども 零 



 

 

７ 特定被監護者等が２人以上いる世帯（要保護世帯を除く。）であって、当該世

帯の所得割の額が５７，７００円未満の場合の教育・保育給付認定保護者に係る

次の各号に掲げる満３歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額は、前項の

規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。 

 (1) 特定被監護者等のうち２番目の年長者である満３歳未満保育認定子ども 

当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分に応じた利用者負担

額の半額 

 (2) 満３歳未満保育認定子ども（特定被監護者等のうち最年長者及び２番目の

年長者である者を除く。） 零 

８ 月の途中から特定教育・保育等を受け、又は受けなくなった教育・保育給付認

定子どもに係る利用者負担額は、当該特定教育・保育を受けた日数に応じて、規

則で定めるところにより計算するものとする。 

  



 

 

  別表第２備考第１項中「別表第１(2)の表備考第２項」を「別表第１備考第１項」に

改め、同表備考第２項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、

同表備考第３項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「別表第１

(2)の表」を「別表第１」に、「は、負担額を徴収しない」を「の負担額は、零とする」

に改める。 

別表第３年齢の欄中「年齢」を「年齢区分」に、「３歳未満」を「３歳未満児」に、

「３歳以上」を「３歳以上児」に改め、同表備考第１項を次のように改める。 

１ この表において「３歳未満児」とは、当該年度の初日の前日（以下この項におい

て「基準日」という。）に３歳に達していない小学校就学前子どもをいい、「３歳以

上児」とは、基準日に３歳に達している小学校就学前子どもをいう。この場合にお

いて、当該年度中に３歳に達した小学校就学前子どもであっても、当該年度の年齢

区分は、３歳未満児とする。 

別表第３備考第３項中「を利用月」の次に「（当該事業による保育を利用する日の属

する月をいう。以下この項において同じ。）」を加え、同表備考第５項を削る。 

別表第４備考中「別表第１(2)の表」を「別表第１」に、「は、負担額を徴収しない」

を「の負担額は、零とする」に改める。 

（大和市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準等を定める

条例の一部改正） 

第２条 大和市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準等を定

める条例（平成２６年大和市条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「の意義」を削り、「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準」を「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育

て支援施設等の運営に関する基準」に改める。 

第３条第１項中「適切な」を「適切であり、かつ、子どもの保護者の経済的負担の軽

減について適切に配慮された」に改める。 

第６条中「第１４条第１項」の次に「（法第３０条の３において準用する場合を含む。

以下この項において同じ。）」を加える。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和元年１０月１日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、



 

 

次項及び附則第３項の規定は、公布の日から施行する。 

（大和市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の

一部改正） 

２ 大和市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例

（平成２７年大和市条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

別表第２、１の項中「子どものための教育・保育給付」の次に「又は子育てのための

施設等利用給付」を加え、同表２７の２の項中「の支給」を「若しくは子育てのための

施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施」に改める。 

（大和市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の

一部改正に伴う経過措置） 

３ この条例の公布の日から施行日の前日までの間においては、前項の規定による改正

後の大和市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例

別表第２、１の項中「又は子育てのための施設等利用給付の支給」とあるのは「の支給

又は子ども・子育て支援法の一部を改正する法律（令和元年法律第７号）による同法附

則第２条の認定」とし、同表２７の２の項中「若しくは子育てのための施設等利用給付

の支給又は」とあるのは「の支給、」と、「実施」とあるのは「実施又は子ども・子育て

支援法の一部を改正する法律による同法附則第２条の認定」とする。 


